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2022年 3月 31日 

お客様各位 

株式会社名門大洋フェリー 

 

 

  

 

 

 

平素は、格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 

大阪南港～北九州・新門司港間でフェリーを運航する株式会社名門大洋フェリー（本社：大阪市西区、

代表取締役社長：野口 恭広）では、2022 年 4月 1 日施行、「プラスチック資源循環促進法」に準拠し、

「特定プラスチック使用製品」を削減するため、弊社が保有する船舶の船内施設での使い捨てプラスチッ

ク製品のアメニティの提供方法を 2022年 4 月 1 日より順次変更しますので、お知らせいたします。 

 

記 

■削減にむけた取り組み 

①アメニティご持参のお願い 

ご乗船のお客様にご自宅で使用されているアメニティをご持参いただくことで、お客様と共に使い捨て 

プラスチックの削減を目指して参ります。 

②繰り返し利用可能なアメニティの有料化 

 弊社船ではアメニティ対象 4品目（歯ブラシ、カミソリ、ヘアブラシ、シャワーキャップ）の商品につい

て、使い捨てプラスチック製品の無料でのご提供を順次取りやめ、繰り返しご利用いただける製品を船内

売店で販売いたします。 

③この他、レストランで使用中のストロー、マドラーなどのプラスチック製品も順次、環境に配慮した製品

（代替素材）への切り替えを行って参ります。 

 

■実施時期 

①次回ご乗船の際からお持ちいただくようご案内をして参ります。 

②無料提供は 6月末日まで（在庫量などにより多少前後）の予定とさせていただきます。 

 

お客様におかれましては、ご負担をお掛けすることとなりますが、自然環境の負荷低減に向け、本取り組

みへのご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

以上 

 

使い捨てプラスチック製品の削減に向けたアメニティの提供方法の変更と 

環境配慮型の代替素材製品への切り替えについて 


